
号

外

三�
平

成
二
十
一
年

三

月
十
八
日

目

次

公

示

○
岐
阜
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
の
補
欠
委
員
候
補
者
の
推
薦

(

労
働
雇
用
課)

一
ペ
ー
ジ

公

示

○
岐
阜
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
の
補
欠
委
員
候
補
者
の
推
薦

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員
の
う
ち
、
労
働
者
委
員
に
一
名
の
欠
員
が
生
じ
る
の
で
、
補
欠
委
員
を
任

命
す
る
た
め
、
労
働
組
合
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号)

第
十
九
条
の
十
二
第
三
項
及
び

労
働
組
合
法
施
行
令(

昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
労
働
者
委
員
の
補
欠
の
委
員
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

推
薦
団
体

岐
阜
県
の
区
域
の
み
に
組
織
を
有
し
、
労
働
組
合
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合

す
る
労
働
組
合

二

被
推
薦
者

禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

る
ま
で
の
者
で
な
い
こ
と
。

三

推
薦
受
付
期
間

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日(

水)

か
ら

同

年
四
月
十
日(

金)

ま
で

四

推
薦
手
続

労
働
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
し
よ
う
と
す
る
労
働
組
合
は
、
次
の
書
類
を
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光

部
労
働
雇
用
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

１

別
記
様
式
の
推
薦
書

２

被
推
薦
者
の
履
歴
書
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�
岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日



氏
名

年
齢
所
属
労
働
組
合
及
び
地
位

所
属
職
場
及
び
地
位

備
考

３

推
薦
に
係
る
労
働
組
合
が
労
働
組
合
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
旨
の

岐
阜
県
労
働
委
員
会
の
証
明
書

別
記
様
式

平
成

年
月

日

岐
阜
県
知
事
古
田
肇
様

労
働
組
合
所
在
地

労
働
組
合
名

印

代
表
者
氏
名

印

第
41期
岐
阜
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
の
補
欠
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

第
41期
岐
阜
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
の
補
欠
委
員
候
補
者
と
し
て
次
の
者
を
推
薦
し
ま
す
｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年３月18日 ( )２

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日
印
刷

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


